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6月定例会

一
般
会
計
補
正
予
算
�
教
育
委
員
の

任
命
な
ど
11
議
案
を
可
決

　平成24年６月定例会は、6月12日に招集され９日間の会期で
開催されました。
　今定例会に提出された議案は、条例の制定及び平成24年度
各会計補正予算、横芝光町教育委員の任命、固定資産評価審査
委員の選任など11議案と報告２件で、いずれも審議のうえ可
決・同意、了承しました。
　また、９名の議員による一般質問、請願の審議を行い、6月
19日に閉会しました。

議
案
第
一
号

横
芝
光
町
東
日
本
大
震
災
復
興

基
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　

（
可
決
）

　

千
葉
県
か
ら
交
付
さ
れ
る

﹁
が
ん
ば
ろ
う
！
千
葉
﹂
市
町

村
復
興
基
金
交
付
金
を
有
効
活

用
し
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

復
興
に
資
す
る
事
業
の
資
金
に

充
て
る
た
め
、
横
芝
光
町
東
日

本
大
震
災
復
興
基
金
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。　
　
　

　
議
案
第
２
号

横
芝
光
町
行
政
組
織
条
例
及
び

横
芝
光
町
印
鑑
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

　

外
国
人
登
録
法
の
廃
止
及
び

住
民
基
本
台
帳
法
並
び
に
関
係

政
令
等
の
改
正
に
よ
り
、
平
成

24
年
７
月
９
日
か
ら
外
国
人
住

民
が
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用

対
象
と
な
る
た
め
、
横
芝
光
町

行
政
組
織
条
例
及
び
横
芝
光
町

印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

議
案
第
３
号

横
芝
光
町
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性

を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ

れ
、
公
営
住
宅
法
及
び
公
営
住

宅
法
施
行
令
が
一
部
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
町
営
住
宅
の

入
居
基
準
を
定
め
る
た
め
、
横

芝
光
町
営
住
宅
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
４
号

平
成
24
年
度
横
芝
光
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

　

平
成
24
年
度
の
当
初
予
算
を

い
わ
ゆ
る
骨
格
予
算
と
し
た
た

め
予
算
計
上
し
て
い
な
か
っ
た

政
策
的
要
素
の
高
い
事
業
と
、

早
期
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る

事
業
等
に
つ
い
て
、
予
算
計
上

す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
事
業
と
て
は
、
光
し
お

さ
い
公
園
ス
ポ
ー
ツ
施
設
一
般

管
理
事
業
、
需
給
調
整
推
進

対
策
奨
励
事
業
、
東
日
本
大

震
災
復
興
基
金
積
立
金
、
町

道
Ⅰ
‐
12
号
線
道
路
改
良
事

業
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

議
案
の
概
要

完成が待たれる新粟嶋橋
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会
計
予
算
に
お
い
て
、
避
け
が

た
い
事
故
の
た
め
年
度
内
に
支

出
の
終
わ
ら
な
か
っ
た
町
道
Ⅰ

‐
18
号
線
道
路
改
良
（
２
期
）

事
業
に
係
る
事
故
繰
越
し
繰
越

計
算
書
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
、
報

告
す
る
も
の
で
す
。

　

６
月
定
例
会
ま
で
に
受
理
さ

れ
た
請
願
２
件
は
、
民
生
文
教

常
任
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、
委

員
長
報
告
の
と
お
り
次
の
２
件

を
採
択
し
ま
し
た
。

繰
出
事
業
等
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
補
正
の
必
要
が
生

じ
た
た
め
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
３
億
９
６
万
７
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
０
０
億
２
，
６
９
６
万
７
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
５
号

平
成
24
年
度
横
芝
光
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
に
つ
い
て
（
可
決
）

　

平
成
24
年
度
の
当
初
予
算
を

い
わ
ゆ
る
骨
格
予
算
と
し
た
こ

と
か
ら
、
一
般
会
計
繰
入
金
及

び
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
の

調
整
、
保
険
給
付
費
の
追
加

等
、
所
要
の
項
目
に
補
正
の
必

要
が
生
じ
た
た
め
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
９
，
９
８
０
万
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

３
５
億
３
，
３
８
０
万
円
と
す

る
も
の
で
す
。

議
案
第
６
号
～
第
８
号

横
芝
光
町
教
育
委
員
会
委
員
の

任
命
に
つ
い
て
　
　
　（
同
意
）

　

横
芝
光
町
教
育
委
員
会
委
員

に
欠
員
が
生
じ
た
こ
と
及
び
越

川
栄
子
氏
の
任
期
が
本
年
６
月

21
日
を
も
っ
て
満
了
と
な
る
た

め
、
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ

り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も

の
で
す
。

【
新
任
】

齋
藤　
　

明
（
東
町)

行
木　

彩
子
（
鳥
喰
上
）

【
再
任
】

越
川　

栄
子
（
母
子
）（敬

称
略
）

議
案
第
９
号
～
11
号

横
芝
光
町
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　（
同
意
）

　

横
芝
光
町
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
越
川
武
氏
、
浅

野
憲
一
氏
及
び
鈴
木
明
氏
の
任

期
が
本
年
６
月
21
日
を
も
っ
て

満
了
と
な
る
た
め
、
委
員
の
選

任
に
つ
い
て
地
方
税
法
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め

る
も
の
で
す
。

伊
藤　

弘
行
（
中
台
）

富
永　

芳
道
（
本
町
）

吉
田　

信
也
（
長
塚
）（敬

称
略
）

報
告
第
１
号

平
成
23
年
度
横
芝
光
町
一
般
会

計
繰
越
明
許
費
繰
越
報
告
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　（
了
承
）

　

平
成
23
年
度
横
芝
光
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
で

繰
越
明
許
費
を
設
定
し
た
新
粟

嶋
橋
架
橋
・
取
付
道
路
整
備
事

業
、
白
浜
小
学
校
屋
内
運
動
場

等
改
築
及
び
施
設
改
修
事
業
等

に
係
る
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算

書
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施

行
令
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
す

る
も
の
で
す
。

報
告
第
２
号

平
成
23
年
度
横
芝
光
町
一
般
会

計
事
故
繰
越
し
繰
越
報
告
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　（
了
承
）

　

平
成
23
年
度
横
芝
光
町
一
般

請
願
２
件
を

採
択

請
願
第
１
号

「
国
に
お
け
る
平
成
25

（
２
０
１
３
）
年
度
教
育
予
算

拡
充
に
関
す
る
意
見
書
」
採
択

に
関
す
る
請
願
書
　
　（
採
択
）

請
願
第
２
号

「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

の
堅
持
に
関
す
る
意
見
書
」
採

択
を
求
め
る
請
願
書
　（
採
択
）

※
採
択
し
た
請
願
に
か
か
る
意

見
書
案
を
民
生
文
教
常
任
委
員

会
委
員
長
発
議
で
提
案
し
、
こ

れ
を
可
決
し
ま
し
た
。

　

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
関

係
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

　９月定例会は、９月５日（水）から開
催される予定です。
　議会開会中は、議会を傍聴することが
できますので、ぜひおいでください。
　なお、２日目以降の開催日、内容など
詳しくは、議会事務局までお問い合わせ
ください。

☎８４－１２４６（直通）

議会を傍聴
しませんか

７月に行われた住民健診


